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議案第１０３号 
 
 
    杵築市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改

正について 
 
 

杵築市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 
 
 
   令和７年１１月５日提出 
 
 
                杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
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   杵築市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例 

 

杵築市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年杵築市

条例第１１８号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

 「 

杵築市全区もえるごみ

袋 

大 １セットにつき指定袋１０枚

域 小 ２１０円 指定袋２０枚

 もえないご

み袋 

大 １セットにつき指定袋１０枚

 小 ２１０円 指定袋２０枚

 資源ごみ袋特大（ペ

ットボト

ル、スチ

ール缶、

アルミ缶

専用） 

１セットにつき

１００円 

指定袋５枚 

 大 指定袋１０枚

 小 指定袋２０枚

 」 

を 

「 

杵築市全区もえるごみ

袋 

大 １セットにつき指定袋１０枚

域 小 ２１０円 指定袋２０枚

 もえないご大 １セットにつき指定袋１０枚

 み袋 小 ２１０円 指定袋２０枚

 資源ごみ袋特大（ペ１セットにつき指定袋５枚 
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  ットボト

ル、スチ

ール缶、

アルミ缶

専用） 

１００円  

  大  指定袋１０枚

  小  指定袋２０枚

 共通ごみ袋極小 １セットにつき

２１０円 

指定袋３０枚

 」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の杵築市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の規定は、令和７年４月１日から適用す

る。 
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議案第１０４号 
 
 

副市長の選任につき同意を求めることについて 
 
 

次の者を杵築市副市長に選任したいので、地方自治法（昭和２ 
 ２年法律第６７号）第１６２条の規定により、議会の同意を求め 
 る。 
 
 

令和７年１１月５日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
 
 
  住  所  杵築市■■■■■■■■■■■■ 
  氏  名  矢 守 丈 俊 
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